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食品健康影響評価の結果の通知について 

 

令和元年10月9日付け厚生労働省発生食1009第４号をもって厚生労働大臣か

ら食品安全委員会に意見を求められた事項のうち、「出生直後からの乳児を対

象とする、母乳の代替として利用できる調製粉乳」を対象とした菌末を含む調

製粉乳に係る食品健康影響評価の結果は別添１のとおりですので、食品安全基

本法（平成15年法律第48号）第23条第２項の規定に基づき通知します。 

なお、本件について意見・情報の募集を行ったところ、リスク管理措置に関

する意見が別添２のとおり寄せられましたので、お伝えします。 
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別添１ 

 

乳及び乳製品の成分規格等に関する省令に基づく調製粉乳 

の審査事項の設定に係る食品健康影響評価について 

 
 
 
1. 審議の経緯 

食品安全委員会は、食品安全基本法（平成 15 年法律第 48 号）第 24 条第 3 項の

規定に基づき、厚生労働省より、乳及び乳製品の成分規格等に関する省令（昭和 26

年厚生省令第 52 号）（以下「乳等省令」という。）別表の二（五）（６）に基づき、菌末（生

菌、死菌を含む。）を原材料として使用する調製粉乳の厚生労働大臣の承認審査を

行う際、安全性等を確認するための審査事項の設定に関する意見を求められた（令和

元年 10 月 9 日）。 

厚生労働省から意見を求められた事項のうち、離乳食で不足しがちな栄養を補うた

めの調製粉乳（フォローアップミルク）については、食品安全基本法第 11 条第 1 項第

2 号の人の健康に及ぼす悪影響の内容及び程度が明らかであるときに該当するとして、

令和元年１１月 12 日付け府食第 472 号により、結論を厚生労働大臣へ通知した。 

今回、厚生労働省から意見を求められた事項のうち、出生直後からの乳児を対象と

する、母乳の代替として利用できる調製粉乳（以下「乳児用調製粉乳」という。）につい

て、食品健康影響評価を実施した。 

 

2. 食品健康影響評価（乳児用調製粉乳に関する審査事項案） 

(1)  食品安全委員会において可能な限り収集した国内外の知見（別紙）を元に検討

した結果、菌末（Bifidobacterium 属菌又は Lactobacillus 属菌の生菌又は死菌）が

添加された乳児用調製粉乳を摂取することによる乳児及びそれ以降の発達に与え

る健康影響については、現時点では、諸外国において、特定の菌株が添加された

乳児用調製粉乳の摂取による明らかな健康被害は報告されていないが、その安全

性を総合的に評価するためには科学的知見が不足しており、一定の不確実性が存

在すると判断した。 

 

(2)  一方、厚生労働省が検討している「菌末を含む調製粉乳に関する審査事項案」

（以下「審査事項案」という。）については、FAO 及び WHO が 2002 年に作成した

「食品中のプロバイオティクスの評価のためのガイドライン（「Guidelines for the 

Evaluation of Probiotics in Food」）を参考にして作成されており、現時点で当該ガイ

ドラインの科学的妥当性を否定する知見は確認されていない。また、(1)のとおり、諸
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外国において、特定の菌株が添加された乳児用調製粉乳の摂取による明らかな健

康被害は報告されていない。 

これらのことを考慮した結果、審査事項案について不適切と判断するには至らな

かった。 

しかしながら、菌末が添加された乳児用調製粉乳の安全性を高めるため、厚生労

働省において、以下の事項を検討する必要があると考えられた。 

①  菌末を添加した調製粉乳を用いた乳児への摂取試験の実施に関する事項

（審査事項案の2及び3）について、安全性を確認するための具体的なエンドポ

イントを追加すること。 

②  調乳の影響に関する事項（審査事項案の4）について、調乳後の添加菌株

及びサルモネラ属菌、Cronobacter sakazakii等病原微生物の菌数に関するデ

ータの提出を追加すること。 

なお、調乳においては、Cronobacter sakazakii等の病原微生物の乳児への

感染リスクを低減するため、FAO及びWHOによる「乳児用調製粉乳の安全な

調乳、保存及び取扱いに関するガイドライン」（「Safe preparation, storage and

 handling of powdered infant formula」）等に基づき、70℃以上の湯を使用し

た調乳の実施後、調乳後2時間以内に消費することが消費者により適切に実

施されることが必要であると考えた。 

 

(3)  厚生労働省は、菌末が添加された乳児用調製粉乳の安全性に関する国際機関

や諸外国の今後の動向に注視し、必要に応じて、審査事項の見直しを行う必要が

ある。 



 
 

 

菌末を含む乳児用調製粉乳に関する審査事項案に係る知見のまとめ 
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１．添加菌株について（食品への使用状況） 

・  審査事項案に規定されている Bifidobacterium 属菌及び Lactobacillus
属菌1は、FAO/WHO ガイドライン（「Guidelines for the Evaluation of 
Probiotics in Food」）において、ほ乳類の腸内細菌叢における常在菌として

存在し、様々な食品及びサプリメント製品として安全な使用実績が確立して

いる菌種とされている（参照 1）。 

 
・  食品等に添加される Bifidobacterium 属菌及び Lactobacillus 属菌等の

生菌はプロバイオティクスと呼ばれている。プロバイオティクスは、

FAO/WHO ガイドラインにおいて、「適切な量を摂取した際に宿主の健康に

有益な効果をもたらす生きた微生物」と定義されている（参照 1）。 

 
・  Bifidobacterium 属菌及び Lactobacillus 属菌の乳児用調製粉乳への使

用は比較的新しいものである。欧州市場においては、1980 年代後期より、

良好な腸の健康を通じて乳児の栄養の維持を助けることを目的として、乳酸

菌等が添加された乳児用調製粉乳の市場が発展してきた（参照 2）。 

 
・   欧州市場における Bifidobacterium 属菌及び Lactobacillus 属菌の乳児

用調製粉乳への使用には Bifidobacterium animalis subsp. lactis CNCMI-
3446、Lactobacillus helveticus、L. johnsonii La1、B. longum BL999、L. 
rhamnosus LPR、L. rhamnosus GG、L. reuteri ATCC 55730、L. salivarius 
CECT5713、L. fermentum CECT5716 が含まれている（参照 3）。 

 
・   欧州で販売される乳児用調製粉乳に関して、これらの生菌の乳児用調製

粉乳への使用規制を定める EU 指令（2006/141/EC）においては、生菌を添

加することは禁止してはいないが、添加物質は適切な実験等により得られ

たデータを用いた体系的なレビューにより、乳児に与えることが適切であ

ることを食品事業者が責任を負う必要があることを定めている。 
また、欧州食品安全機関（EFSA）においては、食品等に使用されている

微生物に関する包括的な安全性評価（Qualified Presumption Safety）を実

                                            
1 乳酸菌分類は、16S rRNA 遺伝子の塩基配列に基づく系統解析が利用されて以降、大き

な変化を遂げ、従来表現性状により分類されていた時とは異なる菌属に再分類されてい
る菌種も見られる（参照. 平山洋佑, 遠藤明仁：乳酸菌分類の現在とビフィズス菌・乳
酸菌分類小委員会が提言した新規乳酸菌種提唱のための最少基準。腸内細菌学雑誌
2016; 30:17-28）。 
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施しており、その最新のリストには、Bifidobacterium 属菌は 5 菌種、

Lactobacillus 属菌は 38 菌種が掲載されている（参照 4,5）。 

 
・    米国においては、食品に使用される生菌は添加物又は generally 

recognized as safe (GRAS) である物質に分類される。申請者は、生菌の安

全性及び効能効果のデータを添付して、その物質が GRAS であることにつ

いて、米国食品医薬品局（FDA）への届出（任意）を行う（参照 6）。 
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２．FAO/WHO ガイドラインについて 

・   審査事項案中以下の項目は、FAO/WHO ガイドラインにおいて、食品に

添加される生菌の安全性を確認するために最低限実施するべき項目として

含まれているものである（参照 1）。 

 
 添加菌株の抗生物質耐性（同種の菌株に関する知見と比較し、抗生物質への耐

性が同等程度以下であること。） 

 副作用の可能性がある代謝活性がないことについて、以下の 2 点が示されてい

ること。 

- D 乳酸の産生（産生する D 乳酸の量が、同種の他の菌株と同等であること。） 

- 有害な二次胆汁酸の産生（胆汁酸から有害な二次胆汁酸を生成しないこと。） 

 ほ乳類に対する毒素を産生する菌株及び溶血性を有する菌株と同じ属に所属す

る添加菌株の場合は、毒素産生性及び溶血性がないことが示されていること。 

 免疫低下動物を用いた感染性の有無の評価等により、添加菌株に感染性がない

ことが示されていること。 

 FAO/WHO ガイドラインに従い、添加菌株についての摂取試験を行い、調製粉

乳に菌末を添加する目的について明らかにすること。摂取試験の実施に当たっ

ては、当該調製粉乳の販売対象月齢の健康な乳幼児を対象として行い、添加菌

株の摂取量は当該調製粉乳から摂取される菌量と比較し同等以上であること。 

 摂取試験の結果において、安全性に問題が見られていないこと。 

 国内外において、当該菌末を含む調製粉乳その他の食品を対象とした製造販売

後の調査が実施されており、摂取したことによる健康被害の発生が確認されて

いないこと。 

 
・   FAO/WHO ガイドラインを作成した合同ワーキンググループは、ガイド

ラインを国際的なレベルで促進していくこと及びプロバイオティクスの機

能性及び安全性を評価するための手法（in vitro 及び in vivo）をさらに更

新させていくことについても勧告している（参照 1）が、2020 年 11 月現

在、ガイドラインの更新は行われていない。 

 
  



4 
 

３．食品に添加される生菌の安全性に関する海外の意見書等 

・  食品に添加される生菌については、近年の食品への使用実態等を反映し

て、その安全性に関する総説レビューや、個別の菌株の安全性や摂取試験を

評価した知見が、食品安全を所管する政府機関や医療関係団体を含む様々

な機関から発表されている。 

 
・   これらの知見において、生菌は、乳児用調製粉乳への使用に関する安全

性も含め、更なる調査研究が必要な分野であることが共通認識であり、現時

点においては、今後の研究動向等を注視していく必要があると考えられる。 

 
・   以下に乳児用調製粉乳を含む食品への生菌の使用に関する代表的な意見

書等及び総説レビューを挙げる。 

 
 EFSA の栄養製品、栄養及びアレルギーに関する科学パネル（Panel on Dietetic 

Products, Nutrition and Allergies)では、生菌添加調製粉乳の多くの研究及び

最近の系統的レビューについて検討した結論として、更なる研究は必要である

が、現時点において試験された特定のプロバイオティクス又はシンバイオティ

クスの安全性に係る懸念を示す証拠はないとしている（2014 年）。また、プロ

バイオティクス又はシンバイオティクスを調製粉乳に添加することの有益性に

ついて、説得力のある証拠が不足しているとして、プロバイオティクス又はシ

ンバイオティクスとして調製粉乳に添加する必要はないとしている（参照 3）。 

 

 オランダ国立公衆衛生環境研究所（Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 

Milieu：RIVM）のプロバイオティクスによる免疫調節の効能効果及び安全性

の評価は、プロバイオティクスの潜在的な有害影響という観点で、安全性の評

価アプローチが必要としている（2005 年）。また、プロバイオティクス又はプ

ロバイオティック製品に係る入手可能な全てのデータは、専門家の判断により

評価すべきであるとしている。調製粉乳へのプロバイオティクスの使用に関し

ては、健康な新生児及び未熟な防御システムを有する出生間もない乳児ともに、

プロバイオティクスの安全性を支持するための入手可能な科学的データは十分

ではないことを指摘している（参照 7）。 

 

 ドイツ連邦リスク評価研究所（German Federal Institute for Risk Assessment 

(BfR)）は、ドイツにおいて現時点で使用されているプロバイオティック細菌と

して乳児用調製乳及びフォローオン調製乳に含まれている菌株の安全性及び有

益性の可能性について評価を行った（2015 年）。BfR は、いくつかの菌株につ
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いて、研究対象に健康な乳児を含んで実施された研究はわずかであったと結論

付けた。しかしながら、現時点で入手可能な結果からは、これらの菌株は健康

な乳児に対し望まない効果を示唆するものは示されなかった。BfR の見解とし

て、これらの微生物を乳児用調製乳としてルーチンに使用することに係る安全

性について信頼性のある判断をするためには、良く計画され、管理された介入

試験のさらなるデータが必要とされると言及している。さらに、BfR は乳児用

調製乳及びフォローアップ調製乳に添加された菌株が、乳児の健康に有益であ

ると推測することは不可能であるとしている（参照 8）。 

 

 ニュージーランド保健省は、乳児用調製乳におけるプロバイオティクスの効果

は確立されていないとしている（2012 年）。ただし、オーストラリア及びニュ

ージーランドの食品基準コードでは、乳児用調製乳製品及び乳児用食品にプロ

バイオティクスを添加することが許可されている。なお、プロバイオティクス

を乳児用調製乳に添加することの効果及び安全性試験の研究では、プロバイオ

ティクスは菌株特異的であるということに言及している（参照 9）。 

 

 欧 州 小 児 消 化 器 肝 臓 栄 養 学 会 （ European Society for Paediatric 

Gastroenterology, Hepatology and Nutrition: ESPGHAN）の総説では、現時

点で評価されているプロバイオティク/プレバイオティックス添加調製乳を健

康な乳児に摂取させることは、成長及び有害影響に係る安全性の懸念はないと

推測しているが、現時点では、プロバイオティック及び又はプレバイオティッ

ク添加調製乳をルーチンで使用することを推奨するためのデータは不十分であ

るとしている（2011 年）。また、同学会は、摂取試験は、適切な分類及び適切

なサンプルサイズに基づいて計画されたランダム二重盲検トライアルを注意深

く行う必要があること、最適な投与量や投与期間及び長期的な安全性に関する

より多くの情報を提供する必要性について述べている。（参照 10）。 

 

 米国国立科学アカデミーの乳児用調製粉乳に添加する原材料に係る評価委員会

（Committee on the Evaluation of the Addition of Ingredients New to Infant 

Formula）では、乳児期は急速な成長及び発達が見られる時期であり、乳児期

間における安全性のパラメーターの測定は、ライフサイクルのその他の期間と

同等又はそれ以上に厳しいものが必要であり、調製粉乳への新たな原材料の導

入は乳児に対して最小限のリスクでなければならないとしている（2004 年）。

プロバイオティクスは、乳児用調製粉乳に関する新たな原材料であり、各国で

乳児用調製粉乳において安全に使用されてきた歴史があり、科学文献において

もこれらの原材料に関連した健康危害は示されていないとしている。ただし、
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プロバイオティクスのような新たな原材料の安全性を評価するためのアプロー

チに係る国家及び国際機関によるガイドラインや勧告が不足していると言及し

ている（参照 11）。 

 

 イタリア小児科学会（Italian Society of Pediatrics）が設置した乳幼児へのプ

ロバイオティクス投与に関する専門パネルの報告書では、多くの臨床試験にお

いて、プロバイオティクスの乳幼児への投与による有害事象の報告はないが、

免疫不全等の疾患を有する乳児への敗血症等のリスクへの懸念も示されている

と言及している（2020 年）。また、低出生体重児において実施された、いくつ

かの安全性に係る研究において、プロバイオティクスの経口的摂取は神経発達、

成長及び気管支肺異形成症のリスクには影響を及ぼさないとしている報告もあ

るが、さらなる研究が必要であることについて言及している（参照 12）。 

 

 2013 年に開催された国際プロバイオティクス－プレバイオティクス学術機関

（International Scientific Association for probiotics and prebiotics）の専門家

会合の報告において、FAO/WHO のプロバイオティクスに係るガイドライン公

表後 12 年経過（この論文の公表が 2014 年）していることに言及し、その間に

おける研究の前進は、プロバイオティクスの概念に係る根拠について正当化す

るとしている（参照 13）。 
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４．乳児の腸内細菌叢及び母乳に含まれる細菌と添加菌株に関する知見 

（１）腸内細菌叢形成過程と添加菌株に関する知見 

・   腸内細菌叢の構成は、出生後初めて排泄される胎便は通常無菌であるが、

その 3-4 時間後には、Streptococcus 属菌、Escherichia. coli (E. coli)、
Clostridium 属菌、酵母などが出現し、哺乳後に細菌数は急激に増加する。

生後 1 日目にはほとんどの新生児の糞便内に E. coli、Streptococcus 属菌、

Lactobacillus 属菌、Clostridium 属菌、Staphylococcus 属菌が認められる

ようになり、総菌数は 1011/g（糞便）以上に達するとされている。母乳栄養

児では、通常、生後 3 日目頃に Bifidobacterium 属菌が出現しはじめるよ

うになる一方で、既に出現していた菌群が減少しはじめるようになり、生後

4～７日目にはBifidobacterium属菌が最優勢となる。E. coli、Streptococcus
属菌、Staphylococcus 属菌、Bacteroides 属菌、Clostridium perfringens の

菌数は抑えられ、7 日目頃には腸内菌叢のバランスはほぼ安定するとされて

いる。乳児が離乳食を摂るようになると、腸内菌叢はグラム陰性桿菌優勢の

成人のパターンに近くなってくると考えられている。新生児の腸内細菌叢

の形成過程には、母子伝播や出産形態、授乳形態など様々な因子が関与する

ことが示唆されており、普遍的なものではないとされている（参照 14～17）。 

 
・   Bifidobacterium 属菌を含む腸内細菌の乳児への伝播経路及びその後の

腸管内での選択的な増殖の仕組みについても研究が行われている。乳児の

腸内細菌の由来については諸説あるが、出生時に母親由来又は環境由来の

細菌にばく露されることにより、腸内細菌叢形成が始まるとされる説が支

持されている仮説の１つである。出産前の母親の糞便と経腟分娩で生まれ

た乳児の糞便を用いた研究では、両者から同一系統の Bifidobacterium 属

菌が分離されており、Bifidobacterium 属菌の母子伝播が菌株レベルで証明

されている（参照 18～20）。 

 
・   乳児腸内細菌叢の定着過程については、出生時点から開始されるという

従前の見解に対し、近年は、いくつかの細菌は、分娩前の子宮内の時点から

胎児の腸に存在している可能性を示唆する報告もある（参照 21～23）。 

 
・   新生児の腸内細菌叢の発達は、出産様式、食事の摂取、薬剤の使用、病

院の環境、初期の生活のストレス及び遺伝的性質のような複合的な要因に

より影響を受ける。また、脳‐腸‐細菌叢シグナリングシステムのメカニズ

ム、ヒト新生児の健康、ストレス及び発達の調節における宿主‐細菌叢の相
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関の動態に焦点を当てた様々な分野の研究にまたがる、さらなる研究が必

要とされている（参照 24）。 

 
・   健康な日本の新生児の出生～3 歳までの糞便を用い、Bifidobacterium 属

菌を調査した報告では、約 21％の乳児において、生後 1 日目の糞便中に

Bifidobacterium属菌が検出され、生後 7日目は 64％、生後 1か月では 79%、

生後 6 か月では 99％の乳幼児の糞便中から Bifidobacterium 属菌が検出さ

れた。生後 1 週の早い時期から乳児用調製粉乳の摂取を開始した乳児は、

母乳栄養児と比較して、糞便中に検出される Bifidobacterium 属菌の量が

多かった。分娩形式の差異について、経腟分娩で生まれた乳児と帝王切開で

生まれた乳児を比較した場合、帝王切開で生まれた乳児では経腟分娩で生

まれた乳児に比べ、Bifidobacterium 属菌の糞便中の排出量が少なかった。

Bifidobacterium 属菌は、母親から新生児に経腟分娩中に垂直に伝播するこ

とが考えられてきたが、Bifidobacterium 属菌は乳児の出生前にも腸に定着

していることが示唆された（参照 23）。 

 
・   乳児についての知見ではないが、小学児童から高齢者までの 500 を超え

る菌叢データを用いて、各国ごとに年齢との相関を調べた結果、アジア諸外

国（日本、中国、台湾、タイ、インドネシア）で共通して、年齢に相関して

Bifidobacterium 属菌が減少し、Enterobacteriaceae（腸内細菌科菌群）が

増加する傾向が認められた（参照 25）。 

 
（２）母乳と添加菌株に関する知見 

・   新生児の誕生後は環境並びに母親の口腔及び皮膚由来の細菌が授乳や接

触により新生児に移行するとされている。さらに新生児は誕生後、母乳と共

に新たな細菌が消化管に入り、持続的にばく露されるという報告がある（参

照 26）。 

 
・   健康な人の母乳には 109個/L の細菌が含まれており、Staphylococcus 属

菌、Streptococcus 属菌、Corynebacterium 属菌、Lactobacillus 属菌、

Micrococcus 属菌、Propionibacterium 属菌、Bifidobacterium 属菌を含む

常在菌は乳首由来及び乳房中の乳管を取り囲んでいる皮膚組織由来である

とされている（参照 26）。 

 
・   母乳に含まれる細菌に関する別の調査は、母乳栄養児は 1 日当たり平均

800 ml の母乳を摂取することに基づくと、約 8×104~8×106 個/日の常在細
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菌を授乳の間に摂取しており、主要な分離菌は Staphylococcus 属菌、 
Streptococcus 属菌、 Lactobacillus 属菌及び Bifidobacterium 属菌であっ

たと報告している（参照 27）。 

 
・   母乳に含まれる Bifidobacterium 属菌が母乳を介して乳児の消化管に移

り得るかについて調べたスペインの研究では、出生後 4-7 日の母乳及び乳

児の糞便中の細菌を調べた結果、Bifidobacterium breve、Bifidobacterium 
adolescentis、Bifidobacterium bifidum は母乳から分離され、乳児の糞便

には Bifidobacteriuｍ longum 及び Bifidobacterium pseudocatenulatum
も含まれていた（参照 28）。 

 
・   母乳中の Lactobacillus 属菌及び Bifidobacterium 属菌について、海外

（ドイツ、オーストリア）の母親の母乳を調べたところ、66 検体中 27 検体

（40.91%）の母乳から Lactobacillus 属菌が、66 検体中 7 検体（10.61%）

の母乳から Bifidobacterium 属菌が分離された（参照 29）。 

 
・   母乳中に確認された生きた細菌の由来は、母親の腸管の細菌が、樹状細

胞及びマクロファージを含む内部からの経路を介して乳腺に移行したもの

である（entero-mammary pathway）可能性が示唆されている（参照 29）。
また、無菌的に採取した母乳には＜103 CFU/ml の生きた細菌が存在してい

るとされている（参照 30）。 

 
・   正期産の健康な母子で母乳栄養を行っている母子 10 組について、母乳

中の生きた Bifidobacterium 属菌及び Lactobacillus 属菌の存在について調

べた海外（アイルランド）の研究では、10 組中 1 人の母親の母乳から、生

後 3 週間の時点で 1×102 CFU/ml の Bifidobacterium 属菌及び 3×103 
CFU/ml の Lactobacillus 属菌が検出され、その子供の乳児糞便検体から

4×106 CFU/mlのBifidobacterium属菌及び7×107 CFU/mlのLactobacillus
属菌が検出された。一方、それ以外の 10 組中９人の母親の母乳からは、DNA
シークエンシングでは、Bifidobacterium 属菌及び Lactobacillus 属菌は確

認されたが、生きた細菌を培養することができなかった（参照 31）。 
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５．乳児を対象とした摂取試験に関する知見 

（１）生菌が添加された調製粉乳を用いた摂取試験 

・   健康な乳児を対象とした菌末を含む調製粉乳の摂取試験について、審査

事項案で示されている条件を考慮して、国内外の報告事例（別表）を確認し

たところ、以下の知見が得られた。 

 
 生菌を添加した調製粉乳について、生後から離乳までの長期間（概ね 6 か月以上）

乳児に摂取させ、その臨床症状を観察した海外の報告事例においては、摂取期間

の範囲で乳児の健康への有害な影響が認められたとする報告は確認されなかった。 

 これらの海外の摂取試験において、その一部では調製粉乳の摂取期間後の観察期

間（2 歳の時点まで）を設定していた。 

 これらの海外の摂取試験におけるエンドポイント及びエンドポイントと明記され

ていない場合でも主な評価項目には、「体重」、「身長」、「便の回数・性状」、「調製

乳の摂取量」、「一般臨床状態」等が含まれていた。 

 国内で実施された健康な乳児を対象とした摂取試験の報告例の存在は確認されな

かった。 

 
・   FAO/WHO の専門家会議（2004 年及び 2006 年）は、乳児用調製粉乳

は、最新の衛生基準に沿って製造されたものであっても無菌の食品ではな

く、病原菌が含まれている可能性や調製粉乳の摂取による乳児への感染リ

スクを指摘している。FAO/WHO のリスク評価（2006 年）は、70℃以上の

湯で乳児用調製粉乳を調乳することにより、粉乳中に存在している

Enterobacter sakazakii2（Cronobacter spp.）は死滅し、そのリスクは劇的

に減少すると評価している。この評価を踏まえ、FAO/WHO が作成した「乳

児用調製粉乳の安全な調乳、保存及び取扱いに関するガイドライン」（「Safe 

preparation, storage and handling of powdered infant formula 
Guidelines」）は、乳児用調製粉乳は 70℃以上の湯で調乳後、速やかに消費

し、後で消費するための保管は行わないよう勧告している（参照 32）。 

 

                                            
2 Enterobacter sakazakii は 2008 年に Cronobacter 属に再分類された（参照. Iversen C 
et al.: Cronobacter gen. nov., a new genus to accommodate the biogroups of Enterobacter 
sakazakii, and proposal of Cronobacter sakazakii gen. nov., comb. nov., Cronobacter 
malonaticus sp. nov., Cronobacter turicensis sp. nov., Cronobacter muytjensii sp.nov., 
Cronobacter dublinensis sp. nov., Cronobacter genomospecies 1, and of three subspecies, 
Cronobacter dublinensis subsp. dublinensis subsp. nov., Cronobacter dublinensis subsp. 
lausannensis subsp. nov. and Cronobacter dublinensis subsp. lactaridi subsp. nov. 
International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology 2008; 58:1442-1447）。 
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・  国内でも、当該ガイドラインを踏まえ、調製粉乳は 70℃以上の湯で調乳

することが消費者等に周知されている（参照 33）。 

 
（２）調製粉乳への死菌の添加について 

・   食品等に添加される微生物は、必ずしも生菌である必要はなく、死菌や

菌体成分、代謝産物の作用によってもその期待される効果は発揮されると

する考え方もある（参照 34）。 

 
・   死菌であっても、菌体成分及び菌の代謝産物による免疫刺激で宿主に有

益な影響を及ぼす食品成分（バイオジェニックスと呼ばれている。）とする

考えもある（参照 17、35）。 

 
・   広く食品利用されているとはいえ、生菌の食品使用による未解明なリス

ク（脆弱者におけるバクテリアルトランスロケーションによる全身感染等）

を避ける利点があるため、プロバイオティクスを不活化したものの食品利

用が行われており、加熱殺菌（間欠滅菌）は、主要なプロバイオティクスの

不活化方法と考えられている（参照 36）。 

 
・   Lactobacillus 属菌及び Bifidobacterium 属菌の耐熱性に係る知見は限

られているが、いくつかの報告例について以下に示す。 

 
 Lactobacillus bulgaricusの 71℃における死滅に要する時間は 30分であるとする

報告がある。また、乳酸菌発酵物中の Lactobacillus plantarum の Z 値は 7.49℃

とし、55℃、60℃及び 65℃における D 値は、0.87 分、0.23 分及び 0.04 分とする

報告がある（参照 37, 38）。 

 Lactobacillus viridescence は 71℃で 8 分間程度の加熱では生存しているとする

報告がある。また、Lactobacillus bulgaricus、Lactobacillus plantarum などの高

温性乳酸菌は、死滅に要する温度が高いとされ、70℃以上の高温度条件が必要で

あるとされている（参照 39）。 

 29 種の Bifidobacterium 属菌の耐熱性（42℃、52℃、55℃、57℃、60℃で 5 分

間加熱）について調査した報告では、菌株毎に耐熱性に相違があることが確認さ

れている（参照 40）。 

 イタリアで実施された試験では、FAO/WHO が感染のリスクを減少させるための

安全な調乳の実践として推奨している調乳法に基づき、飲料水を 10 分間沸騰さ

せ、70℃の温度を下回らない温度まで冷まし、そこへ Lactobacillus rhamnosus 

GG (LGG)を添加した加水分解カゼイン調製粉乳（製造業者の使用表示として、製
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品中の LGG の濃度は 2.5×107～5×108 CFU/g とされた。）を入れて溶解し、菌数

を計測した結果、検体中の LGG 濃度は 3.4×108 CFU/100 ml であった（対照とし

た、室温の水に LGG を添加した加水分解カゼイン調製粉乳を入れた検体中の

LGG 濃度が 5.3×108 CFU/100 ml であった。）とされた（参照 41）。 

 

・   死菌をあらかじめ添加した調製粉乳を使用した健康な乳児への摂取試験

の安全性に関する知見は確認されなかったが、死菌を乳児用調製粉乳と混

合して摂取した低出生体重児における臨床試験の結果では、生菌と同様に

死菌の摂取でも安全であり、寛容性が良好であったとされている（参照 42）。 
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別表．生菌が添加された調製粉乳を乳児に長期間摂取させた臨床試験報告例 

参照

番号 
研究・報告年・ 
（実施国） 

①被験乳児月

齢・②摂取人数 
①摂取菌株・ ②摂取

量（投与量）・③摂取

期間 

概要 

1 Ziegler et al 
2003 
(アイオワ大学、米

国) 

 

①6～10 日齢の

乳児 
②生菌摂取群は

40 人 
*二重盲検、ラン

ダム対照試験 

①Bifidobacterium 
lactis 

②3.6×107 CFU/g
（4.8×109 CFU/L 調

製乳） 
③112 日齢まで 

 
 

・生菌摂取による体重及び身長の増加に係る有意

な影響は認められなかった。 
・生菌摂取による便の性状（硬さ）及び臭いに係

る有意な影響は認められなかった。 
・泣き叫び、疝痛に係る調製粉乳の影響は認めら

れなかった。 
・病院受診、咳又は熱の頻度に係る生菌の影響は

認められなかったが、生菌摂取群の下痢日数及

び下痢症例数は対照群と比較して有意に低下し

ていた。また、吐き出しの頻度が少なかった。 

2 
 

Chouraqui et al 
2004 
(ネスレ社、フラン

ス) 

 

①8 か月齢未満

(3.7 ± 2.1 か月

齢)の乳児 
②生菌摂取群は

46 人（ただし

46% は新生児

時点で母乳を

摂取） 

①Bifidobacterium 
lactis Bb12 株 

②106 CFU/g 調製乳

（1.5×108 CFU/L 調

製乳、108 CFU/日相

当） 
③生菌摂取群が 

137.1±60.1 日

・被験乳児全てに適切な成長が見られ、生菌摂取

群と非摂取群で差異は認められなかった。 
・深刻な有害影響は認められなかった。吐き出し

及び吐き戻しは生菌摂取群で 11%、対照群で

13%に生じた。 
・下痢様症状（便の回数等）/日を観察した結果、

生菌摂取群では、試験期間に急性の下痢症を経

験した人数が少なかったが、統計的に有意な差
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*二重盲検、ラン

ダム対照試験 
（119.5~154.日）、 
対照群が 
148.1±64.9 日

（129.1~167.1 日） 

異は認められなかった。また、下痢症状を示す

平均日数は生菌投与群において有意に少なかっ

た。 

 

3 Saavedra et al 
2004 
（ジョンズ・ホ

プキンズ大学、

米国） 

①3~24 か月齢の

乳児 
②生菌摂取群（高

用量及び低用

量）各 39 人 
*二重盲検、ラン

ダム化プラセボ

対照試験 

①Bifidobacterium. 
lactis Bb12 及び 

Streptococcus 
thermophiles 

②高用量摂取群（各

1×107 CFU/g）、低用

量摂取群（各 1×106 

CFU/g） 
③210±127 日間 

・各群間の乳児の調製乳の消費量の範囲に有意な

差異は認められなかった。 
・生菌摂取群では、疝痛並びに過敏症及び抗生物

質の使用の報告の頻度が有意に低下した。 
・各群間で成長、健康状態に有意な差異は認めら

れなかった。 

 

4 
 

Vendt et al 
2006 
（タルトゥ大学、

エストニア） 

①0～2 か月齢（平

均日齢 39.8 日

齢） 
②生菌摂取群は

51 人 
*二重盲検、ラン

ダム化プラセボ

対照試験 

①Lactobacillus  
rhamnosus 

② 8.1×108 ～ 1.2×109 
CFU/日 

③6 か月齢になるまで

（平均 4.7 か月間） 

・生菌摂取群は、対照群と比較して身長及び体重の

変化が有意に高く、良好な発育を示した。 
・生菌摂取群では排便の頻度が有意に多かった。 
・試験終了時点における乳児糞便検体を調べた結

果、LGG 摂取群では Lactobacillus 属菌の保菌

（定着）頻度がより高い割合で検出された。 

 

5 Kukkonen et al ①0 か月齢 ①以下の４種類 ・両親からの報告を集計した結果、生菌摂取群と
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2008 
（ヘルシンキ大

学、フィンラン

ド） 
 

②オリゴ糖が共

添加された生

菌摂取群は 506
人 

*二重盲検、ラン

ダム化プラセボ

対照試験 

・Lactobacillus 
rhamnosus 
GG(LGG)、 
・Lactobacillus 
rhamnosus LC705、 
・Bifidobacterium 
breve Bb99 
・Propionibacterium 
freudenreichii ssp. 
Shermanii  
②8~9×109 CFU/日
（水、母乳又は調製乳

に添加） 
③生後 6 か月間投与

（その後 2 年間のフ

ォローアップ観察） 

対照群の間で新生児罹病率、乳児疝痛の発生に

差異は認められなかった。 
・嘔吐、便秘、泣き叫び、下痢、腹部不快の発生

は両群で同程度であった。 
・介入期間における呼吸器系又は中耳炎、胃腸炎

の発生の両群の間の有意な差異は認められなか

った 
・介入後のフォローアップ期間において、生菌摂

取群では、呼吸器系感染症の発生が有意に低下

した。 
・両群の 6 か月及び 24 か月時点における発育状態

は類似していた。 

 
 

6 Gibson et al 
2009 
（アデレード母

子病院、オースト

ラリア） 

 

①10 日齢以下の

乳児 
②生菌摂取群は

72 人 
*二重盲検、ラン

ダム対照試験 

①Bifidobacterium 
lactis 

②3.85×108 CFU/ 100 

kcal 
＊4 か月から離乳食の

開始が許されたが少

・生菌摂取群と対照群の間で増体重に有意な差異 
は認められなかった。 

・生菌摂取群と対照群の間で身長、頭囲及び BMI
の平均に有意な差異は認められなかった。 

・両群の便の性状（硬さ）は類似していた。 
・両群の糞便、疝痛、吐き出し、嘔吐及び落ち着
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なくとも 500 ml/日
の調製乳の摂取を継

続。 
③摂取開始から乳児が

212±7 日齢（7 か月）

になるまでの期間 

きのなさは類似していた。 
・感染症、皮膚炎、消化器系問題、摂取に係る問

題（調製乳の摂取中又は直後の嘔吐）を含む健

康影響について比較したところ、摂取に係る問

題は対照群と比較して生菌摂取群で少なかっ

た。 
・ワクチン反応への生菌摂取の影響は観察されな

かった。  

7 Gil-Campos 
et al 
2012 
（グラナダ、コル

ドバ、マラガの病

院、スペイン） 

 

①1 か齢 
の乳児 
*二重盲検、ラン

ダム対照試験 
②生菌摂取群は

66 人 

①Lactobacillus 
fermentum 
CECT5716 

②1×107CFU/g  
調製粉乳 

③5 か月間(1 か月齢～ 
6 か月齢) 

・4 か月及び 6 か月時点の平均増体/日は、生菌摂

取群と対照群の間で有意な差異は認められなか

った。 
・身長、頭囲、調製乳摂取量、健康への影響につ

いて両群の間で有意な差異は認められなかっ

た。 
・下痢の発生割合は、生菌摂取群と比較して対照

群は 3 倍高かった。 

8 Baglazi et al. 
2016 
（アテネ大学、

ギリシャ） 

①帝王切開で生

まれた乳児（1-
4 日齢） 

②生菌摂取群（通

常用量群及び

低用量群）は各

①Bifidobacterium 
lactis CNCM I-
3446 

②通常用量群は 107 
CFU/g 粉末、低用

量群は 10４ CFU/g

・通常用量群及び低用量群と母乳摂取群との間で

初期の胃腸感染症に対する防御効果、消化管の

免疫及び発達、腸内細菌叢の確立及び成長に有

意な差異は認められなかった。 
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77 人。参照群と

して母乳摂取

乳児 44 人。 
*二重盲検、ラン

ダム化対照試

験 

粉末 
③誕生～12 か月まで

（被験者は、誕生～6
か月までは乳児用調

製粉乳、6か月～12か

月まではフォローア

ップミルクを摂取。 

9 Bazanella et al. 
2017 
（ミュンヘン大

学、ドイツ） 

①母乳栄養、人工

栄養及び混合

栄養の誕生後

の乳児 
②生菌摂取群は

48 人 
*二重盲検、ラン

ダム化プラセボ

対照試験 

①以下の４種類 

Bifidobacterium 
bifidum BF3 株 

Bifidobacterium 
breve BR3 株 

Bifidobacterium 
longum subspecies 
infantis BT1 株 

Bifidobacterium 
longum BG7 株 

②107 CFU/g（各菌等量

による総菌数、ホエイ

ベースの調製粉乳に添

加。） 
③12 か月間（その後２

・両親からの報告を集計した結果、生菌摂取群、

対照群、母乳摂取群の間で、成長、抗生物質の

投与量、健康状態に有意な差異は認められなか

った。 
・糞便中の細菌叢の多様性に群間の有意な差異は

認められなかった。 
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歳までのフォローア

ップ観察） 

10 Maldonado et al. 
2019 
（グラナダ、コ

ルドバ、アルメ

リアの大学、病

院、研究所、ス

ペイン） 

①1 か月齢の乳児 
②生菌 LC40 株

摂取群は 65 人

CECT7263 株

摂取群は 63 人 
*二重盲検、ラン

ダム化対照試

験 

①Lactobacillus 
fermentum 
CECT5716 LC40 株  

Bifidobacterium 
breve CECT7263 株  

(＊母乳から見出された

菌株) 
②各 107 CFU/g 
③11 か月間の介入試験

（1 か月齢～12 か月

齢） 

・LC40 株摂取群、CECT7263 株摂取群、対照群

とも標準的に成長し、それらの体重増加に有意

な差異は認められなかった。 
・どの摂取群においても、調製粉乳の摂取に関連

する有害影響は認められなかった。 
・B. breve CECT7263 摂取群では、泣き叫ぶ頻度

が対照群と比べて 1.7 倍低かった。 
・L. fermentum LC40 株摂取群では、下痢の発生

が対照群と比べて 44%低く、下痢症状の期間も

2.5 日短くなった。 

*二重盲検、プラセボ対照試験の有無についての表記は原著の記載に従った。 

（摂取試験参照 1~10）から引用、作成。 
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別添２ 

1 
 

乳及び乳製品の成分規格等に関する省令に基づく調製粉乳の審査事項の設定に係

る食品健康影響評価に関する審議結果（案）についての意見・情報の募集結果に

ついて 

 

 

１．実施期間 令和３年１月２０日～令和３年２月１８日 

 

２．提出方法 インターネット、ファックス、郵送 

 

３．提出状況 ５通 

 

４．頂いた意見・情報及び食品安全委員会の回答 

 頂いた意見・情報 食品安全委員会の回答 

１ 評価書（案）の「３．食品に添加

される生菌の安全性に関する海外の

意見書等」の中で、EFSA の栄養製

品、栄養及びアレルギーに関する科

学パネル（Panel on Dietetic 

Products, Nutrition and 

Allergies)は、「プロバイオティクス

又はシンバイオティクスを調製粉乳

に添加することの有益性について、

説得力のある証拠が不足していると

して、プロバイオティクス又はシン

バイオティクスとして調製粉乳に添

加する必要はない」としており、ま

た、ドイツ連邦リスク評価研究所

（German Federal Institute for 

Risk Assessment (BfR)）は、「乳児

頂いたご意見につきましては、本

食品健康影響評価を諮問した厚生労

働省へ情報提供いたします。 



2 
 

用調製乳及びフォローアップ調製乳

に添加された菌株が、乳児の健康に

有益であると推測することは不可能

である」としている旨が示されてい

る。 

乳児用調製粉乳への菌末添加の有

益性に関し、海外の有力なリスク評

価機関でこのようにきわめて否定的

な評価がなされていることは、厚生

労働省での承認並びに消費者庁での

特別用途食品の表示許可の審査にお

いて十全に考慮されるべきである旨

を、これらリスク管理機関に伝達願

いたい。 

２ 「現時点では、諸外国において、

特定の菌株が添加された乳児用調製

粉乳の摂取による明らかな健康被害

は報告されていないが、その安全性

を総合的に評価するためには科学的

知見が不足しており、一定の不確実

性が存在すると判断」しながらも、

「審査事項案について不適切と判断

するには至らなかった」と、結局ど

う判断したのか、曖昧です。 

このように一定の不確実性が存在す

るなら、認めちゃいけないでしょ

う。これで販売を認めるとすれば、

極めて無責任と言わざるを得ませ

ん。 

食品安全委員会は、食品健康影響評

価（案）の2(1)にあるとおり、現時

点では、諸外国において、特定の菌

株が添加された乳児用調製粉乳の摂

取による明らかな健康被害は報告さ

れていないが、特定の菌株以外の菌

を含む全体を総合的に評価するため

には、科学的知見の不足から一定の

不確実性が存在すると考えました。 

一方で、厚生労働省が作成した審

査事項案については、食品健康影響

評価（案）の2(２)にあるとおり、

FAO/WHOが2002年に作成したガイドラ

イン（「食品中のプロバイオティクス

の評価のためのガイドライン」）を否
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 定する知見は確認されていないこ

と、また、諸外国において、特定の

菌株が添加された乳児用調製粉乳の

摂取による明らかな健康被害は報告

されていないことから、当該審査事

項案について不適切と判断するには

至らないと判断されました。 

食品安全委員会では、今後も、国

民の健康の保護が も重要であると

いう基本的認識の下、科学的知見に

基づき、客観的かつ中立公正に食品

についてリスク評価を行ってまいり

ます。 

審査事項案に基づき、食品事業者

から申請される個別の乳児用調製粉

乳の安全性審査については、厚生労

働省により実施されるものであるた

め、頂いたご意見につきましては、

厚生労働省に情報提供いたします。 

３ 審査事項案に、「調製粉乳に添加す

る死菌の菌末について、安全性の問

題とならないことが明らかな項目に

ついては、省略することができる

（抜粋）」と記載されている。調製粉

乳に含まれる菌末が死菌の場合、調

乳、摂取、大腸に至るまで菌数に変

化がなく、添加菌体に活動性はない

ため、審査事項案の「４その他の事

項」の「（3）添加菌株の推定体内摂

厚生労働省が作成した審査事項案

では、死菌の菌末が添加された調製粉

乳については、本審査事項により安全

性の確認を行うこととして、死菌の菌

末について安全性の問題とならない

ことが明らかな項目については、省略

をすることができるとされています。

省略できる項目については、厚生労働

省により個別に判断されるものであ

ると承知しています。 
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取量及びその根拠（調乳の影響、胃

酸、胆汁酸への抵抗性、粘液やヒト

上皮細胞への吸着性等に関するデー

タ）」の確認は不要である。 

 

・  同様に、調製粉乳に含まれる菌

末が死菌の場合、調製粉乳の衛生

性は従来と同様であるため、審議

結果（案）に示された「調乳の影

響に関する事項」の内、「調乳後

の添加菌株及び病原性微生物の菌

数のデータ」は不要である。 

・  WHOのガイドラインや厚生労

働省の通知のように、70℃調乳は

乳児の安全を確保するために必須

である。例外を設けると、乳児の

安全性が確保できなくなる恐れが

あると考えられる。調乳時の汚染

のリスクを否定できない場合は例

外を設定すべきではない。 

FAO 及び WHO による「乳児用調製粉

乳の安全な調乳、保存及び取扱いに関

するガイドライン」に従った調乳方法

については、ご意見のとおり、乳児用

調製粉乳の安全性を確保するために

必要な衛生管理であると考えます。頂

いたご意見につきましては、厚生労働

省に情報提供いたします。 

４ 【意見1】 

２頁８行目の「1 菌末を添加した

調製粉乳を用いた乳児への摂取試験

の実施に関する事項（審査事項案の2

及び3）について、安全性を確認する

ための具体的なエンドポイントを追

加すること」に関して、対象者が乳

児であることを鑑みて過剰摂取を伴

う安全性試験を必須とせず、「摂取試

【意見１について】 

厚生労働省が作成した審査事項案

では、菌末を添加された調製粉乳の安

全性を確認するための摂取試験につ

いて、当該調製粉乳の販売対象月齢の

健康な乳児を対象として行うことと

されています。食品安全委員会は、摂

取試験の実施に当たり、その安全性確

認のための具体的なエンドポイント
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験において、当該菌株に起因する有

害事象が認められないこと」等を審

査事項に含めることを提案致しま

す。 

 

【意見2】 

上記と同じく「具体的なエンドポ

イントを追加すること」に関して、

審査事項案「３ 菌末を含む調製粉乳

の安全性に関する事項」の（１）の

記載「２の摂取試験の結果におい

て、安全性に問題が確認されず、そ

の結果について、米国FDAのGRAS

認定等第三者機関において確認がな

され、安全性に問題が見られていな

いこと。」について、対象月齢に配慮

した第三者機関の安全性の確認が必

要と考えることから、以下の括弧に

示す箇所の追加を提案致します。 

（１） ２の摂取試験の結果におい

て、安全性に問題が確認されず、そ

の結果について、米国FDAの（乳児

を対象とした）GRAS認定等第三者

機関において確認がなされ、安全性

に問題が見られていないこと。 

の設定が必要であると考えました。そ

の上で、ご提案の「摂取試験に過剰摂

取を伴う安全性試験を必須とせず、

「摂取試験において、当該菌株に起因

する有害事象が認められないこと」等

を審査事項に含めること」について

は、厚生労働省において検討されるも

のであると考えますので、頂いたご意

見は厚生労働省に情報提供いたしま

す。 

【意見２について】 

第三者機関により確認される摂取

試験は、評価を行った審査事項案が乳

児用調製粉乳を対象としたものであ

るため、当然当該調製粉乳の販売対象

月齢の健康な乳児を対象とするもの

であると承知しています。 

【意見３について】 

ご趣旨を踏まえ評価書を修正・反映

しました。 
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 【意見３】 

本案の「別添 菌末を含む乳児用

調製粉乳に関する審査事項案に係る

知見のまとめ」における、第11頁3行

目「（２）調製粉乳への死菌の添加に

ついて」の第一項目、「プロバイオテ

ィクスとして用いられる微生物は、

必ずしも生菌である必要はなく、死

菌や菌体成分、代謝産物の作用によ

ってもその期待される効果は発揮さ

れるとする考え方もある（参照34）」

について、本文章では、「プロバイオ

ティクスとして用いられる微生物」

に、「死菌や菌体成分、代謝産物」が

含まれると解釈される可能性があり

ます。当該まとめの第１頁、7行目以

降に記載される『・食品等に添加さ

れるBifidobacterium属菌及び

Lactobacillus属菌等の生菌はプロバ

イオティクスと呼ばれている。プロ

バイオティクスは、FAO/WHOガイ

ドラインにおいて、「適切な量を摂取

した際に宿主の健康に有益な効果を

もたらす生きた微生物」と定義され

ている（参照１）。」』で定義する「生

菌」であることと矛盾します。 

従って、該当箇所の「プロバイオテ

ィクスとして用いられる微生物」に

ついては、「調製粉乳に添加する微生

物」等への修正を提案します。 
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５ アジア太平洋地域乳児・幼児栄養

協会 (APIYCNA) [apiycna.org] のメ

ンバーは、乳児用粉ミルクを70°C

で調乳する法律（今後試行される可

能性のある）が乳児用調整乳の潜在

的な微生物学的リスクを減らすには

不十分であると考えています。   

APIYCNAは、温水使用の結果生じ

る幼児用調製粉乳の特性の劣化に伴

うリスクがあると指摘しています。

さらに、親や保護者がそのような要

件に従うことは不可能です。 

APIYCNAは、乳幼児に粉ミルクを

与える際の微生物の安全性に対する

適切な管理は以下の遵守に依存する

と考えています。   

a)  育児用調製粉乳の厳格な微生物

学的基準および予防策を効果的に

実施する  

b)  親/保護者による安全な乳幼児用

粉ミルクの調乳と摂食慣行  

 

APIYCNAは、CODEX、FAOおよび

欧州食品安全機関 (EFSA) のリスク

評価によって示唆される他の解決策

があると指摘しています。したがっ

て私たちはFSCに対し、乳児および

幼児用調製粉乳 (CAC/RCP 66、

2008) の衛生実践のCODEXコードに

記載されている代替案を検討される

よう要請いたします。 

FAO 及び WHO による「乳児用調製粉

乳の安全な調乳、保存及び取扱いに関

するガイドライン」に従った調乳方法

は、乳児用調製粉乳の安全性を確保す

るために必要な衛生管理であると考

えます。厚生労働省においては、乳児

の保護者を含む消費者に対し、当該ガ

イドラインの内容を周知していると

承知していますが、食品安全委員会と

しましても機会をとらえて情報発信

に努めてまいります。 

なお、コーデックス等に基づく調製

粉乳の微生物基準の設定については

本評価の対象外となっています。頂い

たご意見につきましては、厚生労働省

に情報提供いたします。 

※頂いた意見・情報をそのまま掲載しています。 
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